
窓口の手引き 

閲覧・交付の流れ 
 

発行証明書 

図面番号の読み方 

！ ・調べたい土地周辺の図面情報はすべてご確認ください。 

・交付申請は必ず閲覧してからお願いします。 
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道路明示課では、京都市が管理する認定道路や里道・水路の境界に関すること、道路台帳平面図の管理、公共基準点等の使用承認などの業務を行っています。

皆様に窓口での手続きをスムーズに進めていただけるようにこの手引きを作成しました。 

（令和 8 年 4 月） 

 ワンポイント 

欄外の番号は、道路区域明示図の場

合ならその図面の土地境界確定図番

号を記載しています。必ず一緒に確

認してください！ 

なるほど！じゃあ上の図面は 
Ｈ２９年度に決定した道路区域決定図（区域変更）で 
下の図面はＨ２９年度に明示された道路区域明示図
なんだね！ 

 最初の２桁が決定された年度を表しているよ！ 
ちなみに ３桁目が 
  ０ → 道路区域明示図 
  ２ → 道路区域決定図（新規認定） 

３ → 道路区域決定図（区域変更） 
４～９ → 土地境界確定図 
というルールで決まっているんです。 

 ？？……、 そういえば３桁目が１の図面はないのかしら？？ 

実は３桁目が１番台の図面は昔の図面で発行禁止になっている
みたいだよ。だから、閲覧も交付もできないんだ！ 

         

         



１．道路区域明示図・道路区域決定図 

  道路区域明示図・ 道路区域決定図（ 以下 「 明示図等」 と いう 。） は、 本市が維持管理を 行う 範囲を 定めた図面（ 道路区域

決定図の多く は土地境界確定図も 兼ねていま す。） です。 道路明示課の窓口でのみ閲覧・ 交付でき ま す。  

なお、 郵送での交付には対応し ており ま せん。  
 

（１） 交付手数料  ３ ５ ０ 円／枚（ 非課税）  ※閲覧のみは無料です。  
 

（２） 検索方法   窓口「 ④検索パソ コ ン 」 で閲覧し たい明示図等の決定番号を 調べま す。  

イ ン タ ーネッ ト から の検索も 可能です。 ぜひご 利用く ださ い！ イ ン タ ーネッ ト での検索はこ ちら  ⇒  京都市道路情報等提供シス テム   

 

 
上記のチェックボックスに 

チェックを入れて検索 

決定番号を確認！！ 

調べたい箇所をタッチ！ 
 

：明示図等あり 
：認定路線 

【検索例】 

（３） 閲覧方法   
平成２ ０ 年度ま でに決定し た明示図等の閲覧は、 右図の「 道路区域明示

図・ 道路区域決定図・ 土地境界確定図閲覧申請書」 に必要事項を ご 記入のう

え、 番号札を 取り 順番を お待ちく ださ い。 図面を 順番にお持ちし ま す。（ 写

真撮影不可）  

平成２ １ 年度以降に決定し た明示図等は電子化さ れていま す。 入り 口付近

の「 ③閲覧パソ コ ン （ 道路区域明示図等）」 で決定番号を 入力し 、 閲覧し て

く ださ い。（ 写真撮影不可）  

。

例）０１０１６４４ 

（４） 交付申請   
閲覧で図面の内容を 確認後、 明示図等の交付を 希望さ れる 場合は、「 道路

区域明示図・ 決定図証明申請書」 に必要事項を ご 記入のう え、 番号札を 取り

順番を お待ちく ださ い。 なお、 一度発行し た図面の交換や手数料の返金はで

き ま せん。 図面を 十分ご 確認のう え申請し てく ださ い。  

閲覧申請書は 

平成２０年度までに決定した 

図面閲覧時に提出 
 



（３） 閲覧方法   
平成２０年度までに決定した土地境界確定図の閲覧は、下図の「道路区

域明示図・道路区域決定図・土地境界確定図閲覧申請書」に必要事項をご
記入のうえ、番号札を取り順番をお待ちください。図面を順番にお持ちし
ます。（写真撮影不可） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年度以降に決定した土地境界確定図は電子化されています。入り

口付近の「③閲覧パソコン（道路区域明示図等）」で決定番号を入力し、閲覧
してください。（写真撮影不可） 

 

２．土地境界確定図 
  土地境界確定図は、京都市が所有する土地と民有地の境界を定めた図面です。閲覧は可能ですが、

交付は、関係者（境界線に隣接している土地の所有者）の委任状（実印）やその他の資料（印鑑証明
書等）が必要です。なお、郵送での交付には対応しておりません。 

 

  

（１） 交付手数料  ３５０円／枚（消費税含む） ※閲覧のみは無料です。  

（２） 検索方法   窓口「④検索パソコン」で閲覧したい土地境界確定図の決定番号を調べます。 
インターネットからの検索も可能です。ぜひご利用ください！ インターネットからの検索はこちら ⇒  京都市道路情報等提供システム  

（４） 交付申請   
閲覧で図面の内容を確認後、 「土地境界証明申請書」に必要事項をご記入の

うえ、添付書類を揃えて、番号札を取り順番をお待ちください。 
図面の交付については、関係者（境界線に隣接している土地の所有者）の

み交付可能です。ただし、関係者の委任状がある場合は、代理人にも交付可
能です。それぞれ必要となる添付書類は以下のとおりです。 

【検索例】 

 
上記のチェックボックスに 

チェックを入れて検索 

調べたい箇所をタッチ！ 
 

：道路区域明示図あり 
：土地境界確定図あり 

 
：認定路線 
：里道 
：水路 

 平成１６年度までの境界確定図面 

 → 黄色線（     ）で表示されます。 

！

平成１７年度からの境界確定図面 

→ ピンク線（道路区域明示箇所：      ）の 

 「決定番号（土地境界）」に確定番号が表示されます。 

 確定番号等は、検索画面の表示確認だけでなく、必ず図面の確認をお願いいたします！！ 

道路区域決定図と区画整理地区の道路

区域明示図の多くは、土地境界確定図

を兼ねているので単独の土地境界確定

図はない場合があるのよ。しっかり確

認してね！ 

なるほど！！ 

調べたい物件の付近のマークは 

すべて見ておく必要があるね！！ 

閲覧申請書は 

平成２０年度までに決定した 

図面閲覧時に提出 
 

検索のポイント ！



３．道路台帳平面図について 

道路台帳平面図は、京都市認定道路の幅員（通行部の幅）や側溝の寸法等を示した図面です。閲覧 ・交付の申請は窓口だけでなく、ご
自宅のパソコンや携帯でもできます。また、郵送での交付も対応していますので、当課のホームページをご覧ください。 
 

（１） 交付手数料  ３５０円／枚（非課税） ※閲覧のみは無料です。 
 

（２） 検索方法   窓口「③閲覧パソコン（道路台帳平面図）」で閲覧したい道路台帳平 
面図の図郭番号を検索します。 

インターネットからの検索・閲覧も可能です。ぜひご利用ください！ 
★インターネットからの検索はこちら ⇒ 京都市道路情報等提供システム  

【検索例】 

 
上記のチェックボックスに 

チェックを入れて検索 

 

（３）表示画面  

パソコンなら道路台帳平面図を拡大できて

幅員等がはっきりと見えるよ！！ 

 

（４） 交付申請    
窓口で交付を希望される場合は、「京都市道路台帳平面図複写交付申請書」に必要事

項をご記入のうえ、番号札を取り順番をお待ちください。 
郵送を希望される場合は、当課のホームページをご覧ください。 

「道路台帳平面図の郵送による発行手続きについて」→→→→   

（５） 諸注意    
   ・道路台帳平面図は、認定路線の区域や土地境界等を証明するものではありません。 
   ・道路台帳平面図は、航空写真を図化したものですので、幅員に関しては現地実測と

多少の誤差があり、道路中心線や建築後退線を決定する資料にはなりません。 
  ・地形図や地物等は、現地と相違している場合があります。 
 

調べたい箇所をタッチ！ 

 
四角枠：道路台帳平面図 

赤い字の図郭名称をタッチ！！ 



４．基準点の使用承認 

公共基準点（ １ ～３ 級基準点） 及び京都市４ 級基準点の使用承認申請を 受け付けていま す。  

基準点の使用を 希望する 方は「 使用承認申請書」 を 窓口に提出し てく ださ い。 なお、 郵送での申請には対応し ていま せん。  

  

（１） 申請の流れ  

 

（２） 検索方法  窓口「 ④検索パソ コ ン 」 で使用し たい基準点の等級と 基準点名を 検索し ま す。  

イ ン タ ーネッ ト から の検索も 可能です。 ぜひご 利用く ださ い！ ★イ ン タ ーネッ ト から の検索はこ ちら  ⇒ 京都市道路情報等提供シス テム   

 【検索例】 

閲覧申請書は 

平成２０年度までに決定した 

図面閲覧時に提出 
 

申請書の提出 承認書の発行 測量作業 報告書の提出

ア． 申請書の提出 

  公共基準点１ ～３ 級基準点 「 京都市公共基準点使用承認申請書」 を 提出 

京 都 市 ４ 級 基 準 点 「 京都市４ 級基準点使用承認申請書」 を 提出 

イ ． 使用承認書の発行 

  使用承認書と 合わせて基準点成果表を 発行し ま す。 発行は申請日から ３ 開庁日後と なり ま す。  

ウ ． 報告書の提出 

  公共基準点１ ～３ 級基準点 「 京都市公共基準点使用結果報告書」  

及び「 京都市公共基準点現況調査票」 を 提出 

  京 都 市 ４ 級 基 準 点  異常を 発見し た場合には、「 京都市４ 級基準点異常報告書」 を 提出 

（ ３ 開庁日後）  

【発行日例】 

工事などで基準点がなくなってい

たり、位置がずれてしまっている

こともあるから、必ず現地で確認

が必要だね！！ 

調べたい基準点をタッチ！ 

 

：１～３級基準点 

：京都市４級基準点 

１～３級基準点は 

     ＮＯ.０●△●●●● 

（△は等級を表していて 

１なら１級、２なら２級、３なら３級基準点を表すよ！） 

 

４級基準点は 

     ＮＯ.●●４●●●● 

  又は ●●－●●●● で表示されているのね！ 

 
上記のチェックボックスに 

チェックを入れて検索 



５．様式ダウンロード 
各様式は道路明示課ホームページからダウンロード（申請書等様式）できます。 

６．問合わせ窓口 

 ・建築指導課 
  所在地 京都市役所 分庁舎２階 
  ＴＥＬ ０７５－２２２－３６２０ 
 

・農林企画課 
  所在地 京都市役所 本庁舎地下１階 
  ＴＥＬ ０７５－２２２－３３５１ 
 
 ・資産管理課 
  所在地 京都市役所 本庁舎４階 
  ＴＥＬ ０７５－２２２－３２８１ 
 

・道路種別、指定道路図、位置指定道路図面、接道条件、2 項道路などに関する問合わせ（建
築基準法関連）は建築指導課で行っています。 

・里道・水路のうち農業用水路・農道・林道の土地境界については、産業観光局農林企画課
が管理しています。この場合、「管理者（機能）」の欄には産業観光局と表示されます。そ
の他の市有地（学校等）の土地境界については、行財政局資産管理課が管理しています。 

・その他の問合わせ先については、以下のホームページ「問合せ・来訪窓口」をご確認くだ
さい。 

 
詳細な問合せ窓口は
こちらをタップ！！ 

★上記のホームページへはこちら★  
⇒ 京都市道路情報等提供システム  

 

 
受付時間 

午前の部：９時〜１１時３０分 
午後の部：１時〜 ４時３０分 

（窓口は午後５時で閉まります。） 
開庁時間 

午前８時４５分〜午後５時３０分 
 
受付時間以外は申請書の確認、手数料の計算、

その他の事務を行っています。 

建設局 土木管理部 道路明示課 
住 所：〒６０４−８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 
京都市役所分庁舎３階 

ＴＥＬ：０７５−２２２−３５６６ 
ＦＡＸ：０７５−２１３−０１７４ 
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